
環境保全型畜産確立対策推進事業 

 

 

１．事業の概要 

 「家畜排せつ物法」※を始めとする環境関連法令の趣旨をふまえ、家畜排せつ物の利活用を

促進することにより環境保全型農業を推進し、循環型社会構築に向けた取組を進めます。 
 

※「家畜排せつ物法」（家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律）は、家畜排せつ

物について、堆肥化など適切な処理を施すことによって、土壌改良資材や肥料として有効活用を図

ること等を目的としています。 

 

２．事業内容 

（１）家畜排せつ物処理技術の向上に向けた畜産農家への技術指導等の実施 

県では、法対象農家について家畜排せつ物の管理状況を確認するとともに、管理が不適切

な農家には、改善指導を行うなどしています。また、畜産農家への適切な技術指導を行う人

材の育成に努めています。 
 
 乳用牛 肉用牛 豚 採卵鶏 肉用鶏 

 

家畜別の法対象農家戸数 １６９ １７７ １５ ７５ ４２ 

                                       令和５年１２月１日時点 

 

 （２）家畜排せつ物処理技術の向上に向けた畜産農家指導の実施 

畜舎排水に起因する水質汚濁を防止するため、水質調査等に基づく技術指導を実施し、高

度な処理技術への改善を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
上図：畜産事業場の排水浄化処理施設にて  上図：浄化処理施設から採取した水を分析 

状況を確認している様子          し、処理能力向上を図る様子 
 
 

  担当部署 

      農林水産部 畜産課 衛生環境班 


